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まず知っていただきたいこと︓なぜALPS処理⽔の処分を⾏う必要があるのか

 ２０１１年３⽉の事故発⽣時から、原⼦炉の中に残る溶けて固まった燃料（「燃料デブ
リ」と呼ばれます）を冷却するために⽔をかけ続けています。

 この⽔によって、原⼦炉は安定状態を維持することができ、廃棄物の処分などの廃炉作業
を進めることができています。

 この⽔は放射性物質に触れて汚染⽔になりますが、浄化により再度冷却に使⽤しています。

 しかし、⾬が降ったり、地下⽔が流⼊したりすることで、汚染⽔の量が増えてしまいます。

 現在は、この増えた⽔を福島第⼀の敷地内のタンクで保管しています。⽔が増えない努⼒
もしていますが、タンクが敷地を圧迫し、廃炉作業に⽀障が⽣じかねない状況にあります。

 このタンクの⽔を安全に処分していくことが、福島の復興の⼤前提となる廃炉を進めるた
めに必要です。

 政府は、安全に⽔を処分するために、６年にわたり様々な⽅法を検討した結果、2021年
4⽉に、ALPS処理⽔の海洋放出を選択しました。具体的な海洋放出の時期は、本年
春から夏頃と⾒込んでいます。

 廃炉を完了させる⽬標である２０４１年〜２０５１年までの時間を使って、廃炉作業
に必要な敷地を確保できるよう、⽔を処分していく⽅針です。


